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不正使用防止計画 

(第三次行動計画) 

の実施 

不正使用防止計画 

(第四次行動計画) 

の策定 

１．適正な運営・ 

管理の基盤となる 

環境の整備 

３．研究費の適正な 

運営・管理活動 

２．不正を発生させる 

要因の把握・分析 

４．モニタリング 

  の実施 

５．不正使用防止計画

の見直し 

PLAN DO CHECK ACTION 


